	芽室町立特別養護老人ホーム
移　譲　法　人　候　補　者
選　定　結　果
芽室町立特別養護老人ホーム移譲法人選定委員会



１　施設の名称と所在地

	施設の名称
	芽室町立特別養護老人ホーム

	施設の所在地
	芽室町東５条３丁目２番地


２　募集期間

　　　平成２０年６月１０日から平成２０年７月３１日

３　応募法人
	受付番号
	１

	法　人　名
	社会福祉法人　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps16 \o\ad(\s\up 13(けい),慧)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps16 \o\ad(\s\up 13(せいかい),誠会)

	所　在　地
	帯広市川西町西１線４７番地３

	法人認可日
	昭和４９年１２月２０日


４　選定委員会開催経過

	第1回
	平成20年 7月14日（月）
	・審査方法、評価基準の審議

	第２回
	平成20年 8月12日（火）
	・書類審査

	第３回
	平成20年 8月20日（水）
	・書類審査

	第４回
	平成20年 8月27日（水）
	・芽室町立特別養護老人ホームの視察

・慧誠会運営施設の視察審査

・ヒアリング審査

	第５回
	平成20年 9月 1日（月）
	・総合審査

	第６回
	平成20年 9月 8日（月）
	・選定にかかる全般の最終確認
・公表範囲の審議
・町長へ候補者選定結果報告


５　移譲先候補者として選定した法人
	法　人　名
	社会福祉法人　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps16 \o\ad(\s\up 13(けい),慧)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps16 \o\ad(\s\up 13(せいかい),誠会)

	所　在　地
	帯広市川西町西１線４７番地３


６　候補法人の事業施設

	施　設　名
	所　在　地
	開設年
	定員

	特別養護老人ホーム　帯広けいせい苑
	帯広市川西町西1線47
	昭和62年
	79人

	短期入所介護　帯広けいせい苑
	　　　〃
	昭和62年
	36人

	老人デイサービス　つどい
	　　　〃
	平成5年
	30人

	認知症対応デイサービス　おあしす
	　　　〃
	平成9年
	12人

	認知症対応型グループホーム　ベルエポック
	　　　〃
	平成11年
	9人

	生活支援ハウス　ハイム悠遊
	　　　〃
	平成12年
	20人

	訪問入浴介護事業　宅配入浴なごみ
	　　　〃
	平成12年
	－

	地域包括支援センター　帯広けいせい苑
	　　　〃
	平成18年
	－

	障害福祉サービス　帯広ケア・センター
	　　　〃
	平成3年
	－

	障害福祉サービス　生活支援センター
	帯広市西7条南7丁目
	平成9年
	－

	在宅介護支援事業所　はるか
	帯広市西18条南2丁目
	平成9年
	－

	小規模多機能型居宅介護事業所　はるか
	　　　〃
	平成20年
	25人

	認知症対応型グループホーム　はるか
	　　　〃
	平成20年
	18人

	老人デイサービス　うららか
	帯広市西8条北2丁目
	平成16年
	10人

	つばさ保育所
	帯広市西22条南3丁目
	昭和50年
	60人

	知的障害児通園施設　帯広あおぞら
	　　　〃
	平成14年
	30人

	児童デイサービス　児童養育センター
	　　　〃
	昭和50年
	－

	やまびこ保育所
	帯広市西19条南4丁目
	昭和56年
	90人

	ときわの森保育所
	帯広市西16条南5丁目
	平成20年
	90人

	夜間保育所　すいせい保育所
	帯広市西2条南6丁目
	平成3年
	30人

	児童保育センター　すいせい
	　　　〃
	平成3年
	－

	児童保育センター（帯広市の委託事業）
（西地区～開成・森の里・西・つつじケ丘）
	帯広市西地区
	平成17年
	－


７　審査の方法について

（１）　審査の考え方
審査項目毎の評価事項に、選定委員が同一の目線で判断するための評価視点を設定し、応募者提案の信頼性、誠実性、妥当性等について一項目づつ委員協議の中で数値化した評価点を付け、合計点により評価する方法とした。
（２）　審査の種類

①書類審査　　　　～　応募者から提出された各種書類に記載された内容の審査

②運営状況視察　　～　応募者が現在運営する特別養護老人ホーム等の視察を行い、入所環境、介護状況、職員接遇等、法人理念に合致した運営を実践しているかを、間近な目線で審査

③ヒアリング審査　～　応募に当たっての法人の考え方等、応募者が選定委員会に対し提案発表する場を設け、書類審査や視察審査の再確認と、不明部分の聞き取りを行い審査

（３）　審査の付点方法
○　審査項目の各評価項目毎に提案の優劣を5段階評価し、点数を付与。
①優れた提案である　------　5点
②やや優れている　--------　4点
③普通　------------------　3点
④やや劣っている　--------　2点
⑤劣っている　------------　1点
○　審査項目の重要度設定
審査項目について、町が求める評価判断視点に応じてＡ～Ｃの3区分の重要度ランクを設定し、5段階評価の配点にそれぞれの係数を乗じたもので点数評価を行った。
Ａ　--------　最も重要な項目（係数2.0倍）
Ｂ　--------　重要な項目　　（係数1.5倍）
Ｃ　--------　通常の項目　　（係数1.0倍）
○　従って、例えば評価判断の最重要Ａランク項目は、
①優れた提案　------------　10点

②やや優　----------------　 8点

③普通　------------------　 6点

④やや劣　----------------　 4点

⑤劣　--------------------　 2点　　の評価点となる。
○　評価項目として28項目を設定。
○　重要度ランク別項目数　---------　Ａ項目～11

----　Ｂ項目～ 8

----　Ｃ項目～ 9

○　評価の配点（＝満点）合計で215点、基準点（＝普通点）合計を129点（60％）とし、評価点の合計を100点満点に換算した点数を総合点として合否を判断した。
○　合否判断基準として、総合点70点以上を合格ラインに設定。

→　70点以上を得るためには、「やや優」項目が50%以上なければならない。

８　審査評価の選定基準と審査事項及び審査の評価結果
	評価区分／評価項目
	評価の視点
	評価の重要度と

配点／基準点
	評価
結果

	１応募動機

	
	法人の応募理由


	①応募動機における地域福祉祉貢献の姿勢が見られるか

②法人理念と応募動機の整合性はとれているか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	4.0

	
	応募（運営）に対する熱意と応募書類の記載内容
	①ヒアリングにおいて芽室町での運営に強い熱意と意欲が感じられるか
②書類記載内容とプレゼンテーションの整合性はとれているか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	5.0

	２法人態様

	
	法人理念・基本方針


	①法人使命・役割が芽室町が求める運営に適合するか

②明文化し、利用者や職員に周知されているか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	4.0

	
	役員構成（予定を含む）


	①理事構成において、福祉関係者の割合が半数を超えているか
②理事及び評議員構成が適正であるか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	3.0

	３法人経営

	
	経営の安定性・持続性


	①安定経営の収支状況であるか

②社会福祉事業中心の事業展開であるか（公益、収益事業の状況）

③所轄庁の改善指導内容と改善されているか

④外部監査が実施されているか
	重要度：Ｂ

配　点：7.5

基準点：4.5
	6.0

	
	法人の物的・人的能力


	①安定した物的・人的能力があるか

②組織体制規模はどのくらいであるか
	重要度：Ｂ

配　点：7.5

基準点：4.5
	6.0

	４特別養護老人ホーム運営

	
	運営方針


	①利用者尊重・重視の姿勢が見られるか

②地域福祉への関与があるか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	6.0

	
	安全・衛生管理（リスク管理）


	①防犯、防火、防災の

・緊急時対応　・体制（組織）整備

・避難体制　　・訓練等の実施内容

はどうであるか

②衛生管理における

・食中毒及び感染症予防

・環境（施設の内外）衛生対策

・入所環境改善の内容

はどうであるか
③保守点検、維持補修は定期に実施しているか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	6.0

	
	差別・虐待の防止対策について
	①防止の考え方と具体的な取り組みがされているか
	重要度：Ｂ

配　点：7.5

基準点：4.5
	6.0

	
	身体拘束・事故防止対策について
	①防止の考え方と具体的な取り組みがされているか
	重要度：Ｂ

配　点：7.5

基準点：4.5
	6.0

	
	職員に関すること


	①安定した人材確保策を持っているか

②福利厚生に意を用いているか

③現在運営施設の職員配置は適正なものであるか
→　配置人員、経験、年齢構成

④募集施設の職員配置予定は基準を満たしているか
⑤給与処遇改善や労働環境適正化の意識と具体的な仕組みを持ち、実践しているか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	
	実習生の育成と受け入れ


	①受け入れに積極的であるか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	4.0

	
	外部評価の実施


	①外部評価を実施しているか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	3.0

	５サービス

	
	介護サービスの質的向上


	①職員研修や人事考課、施設間職員人事交流により、職員資質の向上が図られているか

②職員意見反映の仕組みがとられているか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	
	利用サービスと利用者処遇


	①サービスの提供が利用者本位であるか

②介護保険外サービスの実施内容と利用料は適正であるか

③生活指導、食事（給食）の提供、日課の内容、入浴介護、認知症対応、機能回復訓練の取り組み内容はどうであるか

④入所者人権に配慮しているか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	
	サービスのチェック体制


	①チェック体制が整備されているか
②外部チェックはされているか

③指摘事項の改善がされているか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	
	利用者意見の反映


	①利用者意見の対応マニュアルが整備されているか

②利用者意見を述べたり相談する環境は整備されているか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	
	苦情処理


	①苦情処理体制や仕組みが整備され、機能しているか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	4.0

	
	利用者プライバシー保護と情報管理


	①高い保護意識を持ち実践しているか
②保護マニュアルが整備され研修等が実施されているか

③情報の管理体制は適切であるか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	3.0

	６保健・福祉・医療連携

	
	町の高齢者福祉施策の適合性と連携


	①「芽室町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」や関係機関との積極的な連携、協力姿勢が見られるか
②（仮称）「保健・医療・福祉連絡会議」構想への参加意向を持っているか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	７地域連携

	
	地域との連携


	①積極的な地域交流、地域還元を実践しているか
	重要度：Ｂ

配　点：7.5

基準点：4.5
	4.5

	
	ボランティアについて


	①受入れ体制が整備され、実践しているか
	重要度：Ｃ

配　点：5.0

基準点：3.0
	3.0

	８応募条件に対するもの

	
	入所に関するもの


	①入所判定について

・判定委員会の設置（構成等）は募集条件に合致するか

・町が求める判定基準（入所順）の考え方へ理解を示しているか

②長期入院者の対応は、募集条件に合致するか

③現在入所している経管栄養摂取者のケア維持、拡大の考えを持つか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	
	町職員の雇用


	①雇用を希望する町職員の雇用に積極的であるか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	
	引継ぎ介護


	①引継ぎ介護の意義を理解し、体制等積極的な提案が見られるか
	重要度：Ｂ

配　点：7.5

基準点：4.5
	6.0

	
	公立芽室病院の利用連携について


	①公立芽室病院の利用及び連携に積極的であるか

②芽室町特養における公立芽室病院の位置付けを理解、認識しているか
	重要度：Ａ

配　点：10.0

基準点： 6.0
	8.0

	
	施設改築及び施設修繕について


	①将来改築費用及び施設修繕費用の考え方はどうであるか

②余剰金積み立ての考え方は募集条件に合致するか
	重要度：Ｂ

配　点：7.5

基準点：4.5
	6.0

	
	町内利用


	①医薬、物品調達に対する町内利用の考え方をもつか

②芽室町民の雇用に積極的であるか
	重要度：Ｂ

配　点：7.5

基準点：4.5
	6.0

	評価点合計
	１６３．５点／２１５点

	総　合　点
	　　７６点／１００点

	評価点の内訳
	重要度Ａの評価点＝８４．０点／１１０点満点　→７６％
重要度Ｂの評価点＝４６．５点／　６０点満点　→７８％
重要度Ｃの評価点＝３３．０点／　４５点満点　→７３％
【段階別評価数】

[優　　 1] [やや優20] [普通　 7] [やや劣 0] [劣　　 0]


９　社会福祉法人　慧誠会　を移譲法人候補者として選定した理由

当選定委員会では28の評価項目について、利用者・入所者の視点、福祉の視点を持って公正公平な評価を実施し、評価総合点が合格点の70点を超えていること、並びに次のような総合的評価をもって、応募があった社会福祉法人慧誠会（以下「慧誠会」という。）を、芽室町立特別養護老人ホームの移譲法人として、ふさわしい法人であると判断をした。

（１）　慧誠会は移譲法人応募にあたり、芽室町が町をあげて子育て支援・障害者支援など、人の一生を通じた施策に取り組み、芽室町の福祉部門の温かさを以前から感じていたとしており、芽室町のことをよく調べ、知った上で、芽室町の特別養護老人ホーム運営を通じて、少なからず町づくりの一助を担い、町民の期待に応えようという姿勢と芽室町に対する強い想いがある。
（２）　介護現場における職員は、経営効率の視点ではなく、利用者のためという配慮から手厚く配置され、サービス第一の姿勢は入居者・家族にとって安心できるものである。

（３）　芽室町民の特別養護老人ホーム入所に際して、芽室の施設という視点を持って入所手続きを行う考えを持っている。
（４）　芽室町立特別養護老人ホームが、町中心部に位置し、公立芽室病院と連携、隣接している利点を法人は高く評価しており、入居者の安心に活かそうとする姿勢がみられる。

（５）　視察を通じて、職員が一生懸命介護に取り組んでいる姿勢を感じた。また、施設を入居者の生活の場としてとらえ、入居者が和やかに生活できるよう工夫している。

（６）　芽室の施設長予定者は、保育所長並びに介護職経験のある方を人選し、入居者、家族のための優しさを考えていることがうかがえる。

（７）　慧誠会は、子育て支援、児童福祉、精神障害者福祉、認知症対応、介護福祉・保健施設等、全道的に先駆的な福祉サービス事業を展開してきた社会福祉法人であり、これまでの取り組み実態や施設視察を通じて、着実に理想を実現させている手堅さが認められる。このことから、芽室町の特別養護老人ホームを引き継いでもらうことで、芽室町における今後の事業展開に大いに期待することができる。

　　芽室町立特別養護老人ホーム移譲法人選定委員会　委員名簿
（敬称略）
	委員長
	　竹　島　敏　治
	副町長

	委　員
	　鳥　本　京　子
	特別養護老人ホーム入居者家族

	　〃
	　香　川　紀美子
	介護認定審査会委員

	　〃
	　草　苅　和　信
	民生児童委員

	　〃
	　土　岐　一　雄
	入所判定審査会委員

	　〃
	　加　藤　光　幸
	特別養護老人ホーム施設長

	　〃
	　齊　藤　明　彦
	総務課長
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